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成熟経済とリサイクルについて  －家庭廃棄物からみたー     

笹谷 勇 
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おわりに 

 

はじめに 

家庭からの廃棄物（ごみ）の分別収集、高速道路サービスエリアなど公共施設における

分別廃棄、また家庭から出る不用品回収などは日常的に行われており、生活の一環として

既に定着した活動となっている。 

しかしながら、分別収集された廃棄物がどの様に処理・処分されているか、その中でリ

サイクルはなぜ必要なのか、また経済性はあるのかなど生活に密着している分別収集活動

であるにも拘わらず、私達には意外と知られていないことが多い。 

そこで、家庭廃棄物のリサイクルを巡る国内外の現状を調査し、併せて今日に至る歴史的

背景を探りつつ、成熟経済下にある我が国のリサイクルの役割と課題などについて考えて

みることとした。 

なお、リサイクルの対象としては「ごみ」として家庭等から分別収集される物の内、諸

制度が整っている容器包装類を中心に考える事とし、家電など不用品回収として行われて

いる耐久消費財のリサイクルは次の機会に譲る事とする。 

 

１ 家庭廃棄物（ごみ）処理・再利用の変遷 

家庭廃棄物とリサイクルを考える場合、家庭から排出されるごみの処理や不用品の

再利用の経緯を調査し、その中でリサイクルがどのように係わっているかを理解する

必要がある。そこで、本章では家庭廃棄物の処理と不用品の再利用がどのような社会

的背景の下に行われてきたか変遷を辿ることとする。 

１）江戸の生活廃棄物処理 

  江戸時代は循環型社会の典型と言われるように、「ふん尿」は肥料として有価で取り扱

われ、燃料木灰は酒造や製紙過程での利用やカリ肥料として、家具など家庭用具は修理

し、古くなった衣装は雑巾など何らかの再利用がなされ徹底した節約が行われる中で、

処理処分すべき廃棄物はほとんど出ない状況であった１）。 

 しかしながら、人口密集地の江戸では、生ごみのような再利用が困難なものの処分は空

き地や堀、河川への投棄が環境衛生上禁止されたため、必然的にごみの収集、運搬とい
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う仕事が生まれ幕府公認の業者が独占的に町中の「共同ごみ溜め」から海に運び埋め立

て用に投棄していた２）。 

 この頃、ヨーロッパの都市においては、し尿の処理が衛生面で深刻な問題となってい

たが、日本では肥料として循環利用していたため、中世、近世をとおして廃棄物が社会

問題となる事は無かったといえる３）。 

２）明治の「汚物掃除法」制定 

明治の初期は都市の廃棄物処理は江戸時代とはさほど大きな違いは無く、自己処理す

るか民間のごみ処理業者が適宜集めて有価物を選別しその売却で利益を得ていた４）。   

明治２０年の警察令「塵芥取締り規則」には、ごみの排出に塵芥容器を義務化してお

り、後に「汚物掃除法」施行規則の「蓋付容器とし、厨芥用可燃用雑塵用及び不燃雑芥

用に区分すること」へと繋がっていくが、既にこの頃から現在の分別収集概念が導入さ

れていたことが分かる。 

明治 22 年に市町村制が敷かれ、明治 2５年大阪では初のごみ処理市営化（入札による

請負人制度）が行われ、明治３０年には業者委託から市直営に変更された。東京では業

者の収集が行き渡らなかったため路傍や空き地にごみが堆積するような不衛生な状況が

生じたり、その頃度々伝染病が流行しペストが阪神地方に流行したため、公衆衛生の強

化策として明治３３年「汚物掃除法」が制定された。 

この法律によって、ごみ処理の市直営の原則や焼却処理の原則が採られると共に収集

業者は行政の管理下に置かれようやく清掃行政の形を整え始めることとなった。 

汚物掃除法による汚物とは「塵芥汚泥汚水及び糞尿」と定義されており、法の目的も 

伝染病を予防するためにハエや蚊が発生するのを抑えるための「公衆衛生の向上」を目

的とするものであって、今日でいう「生活環境の保全」を目的とする一般廃棄物の処理・

処分を対象とするものとは異なっていた。 

また、法律第３条に市の「汚物を処分する義務」第４条で市の「処分により生ずる収

入は市の収入とする」権利を規定しており、法に定める汚物清掃義務者（土地の所有者、

使用者、占有者）からの料金収入或いは廃棄物売却収入を想定している。 

公衆衛生上、生ごみの処理は掃除法の定めにより焼却が原則とされ、明治３６年に大

阪では 13 炉の大規模焼却場が稼働したが、当時は焼却炉の技術が未熟であったため通常

は手軽な野焼きが行われていた。東京市でも明治３４年に深川地区埋め立て予定地で露

天焼却を開始した。野焼き以外としては、残飯を家畜飼料にするほか、生ごみを撹拌し

肥料するなど、一部ではその際発生する発酵熱で野菜の促進栽培がおこなわれていたよ

うである５）。その後、大阪市では大正５年強制通風式焼却炉を備えた木津川焼却場が建設

され、また大正１３年東京市も初めての屋内焼却施設を稼働させた。 

しかしながら、昭和８年には深川煤煙騒動（深川塵芥焼却場の炉煤煙による児童被害

が原因で区民による焼却場撤廃運動）が発生し、この頃から廃棄物処理場を巡る行政と

地元住民との争いが芽生えていた。 
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「汚物掃除法」はごみ処理を市の義務としたが種々の問題が発生した。特にし尿処理

については大正以降、衛生面の問題と重化学工業の発展による化学肥料の増産で、農村

での肥料としての需要が減少したためにし尿の値段が下がり、それまでの有価物として

のし尿がくみ取り料金徴収物へと価値が逆転しその処理が著しく困難になった。 

このため、し尿処理については東京市が業者委託による市営汲み取りであったものを

大正７年には完全直営化した。また昭和５年の汚物掃除法の改正により、市町村まで広

げてし尿の収集・処分を義務化したが、その後都市人口の増加等により汚物排出量が増

加しため昭和３３年には下水道法が公布されて下水道終末処理・し尿処理施設整備が図

られるようになった。 

一方、金属、紙、繊維などは家庭ごみとしては殆んど出る事は無く、出たとしても有

価物として民間業者により回収されており、それ以外のごみは薪炭の灰、陶磁器などで

あったので、当時の家庭ごみは殆んど生ごみと考えてよい状況であった６）。 

以上のように、第二次大戦までの期間は、家庭からのごみ処理は主として汚物を対象

に公衆衛生向上の観点から行われてきており、その中で経済行為として成り立つものは

再利用されてきた。その他生ごみについては、社会情勢を踏まえて必要に応じ利活用さ

れてきたと言える。 

３）戦後の「清掃法」制定 

 第二次世界大戦後の昭和２９年には「清掃法」が制定されたが、この法律も「汚物を

衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図る」ことを目

的ととしており、一般的な廃棄物処理を意図したものではなかった。 

この頃、銅製品などの廃品回収、瓶類の回収・再利用が行われていたが、これは戦後

の資源不足の状況下で物資の確保を図るために企業が自主的な経済行為として実施して

いたものであって、制度的に確立したものでは無かった。 

その後、高度経済成長期に入り大量消費に伴う膨大な廃棄物が発生するとともにその

質も変化するようになり、衛生的に大量の廃棄物の減量処理が出来るということから、

焼却方式によるごみ処理が多くの自治体で採用された。しかしながら、ごみは自治体計

画の想定量を超え、特に粗大ごみ排出量が増大するとともに、ごみの中にプラスチック

類が多く含まれるようになり、ごみ発熱量が急激に増加した４）。ごみ量の増大のため、焼

却炉の建設が進められたが、杉並清掃工場の建設計画に対し反対運動が起こりごみ処理

問題は深刻化した。このような状況をうけて昭和３８年には「生活環境施設整備緊急措

置法」が公布され、同年大阪市住吉では全連続機械式焼却炉を有する工場を完成させる

など各自治体は施設の整備に努めた。 

一方、重化学工業の発展とともに水銀による水俣病、カドミュムによるイタイイタイ

病、四日市喘息の患者が多発し公害問題も深刻化しつつあったため、「公共水域の水質保

全に関する法律」「工場排水などの規制に関する法律」「自然公園法」など生活環境保全

に関連する法律が整備され始めた。 
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４）高度成長期の「廃棄物処理法」の制定 

  昭和４０年代に入ると、工場排煙や自動車排ガスによる大気汚染など、新たな公害問

題が発生した。また家庭ごみの質も変化しごみ処理施設自体も公害発生源となったため、

ごみ処理の高度化が必要になった。このような状況を受けて昭和４２年公害対策基本法、

昭和４３年大気汚染防止法が公布されるとともに、昭和４５年には「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」（以下廃棄物処理法）が制定されるなど、生活環境保全に関する法律

の整備が急速に進んだ。 

この廃棄物処理法では、目的をそれまでの「公衆衛生の向上」から「生活環境保全」

へと拡げる他、新たに産業廃棄物の概念を導入し、産業廃棄物は発生者が責任をもって

処理する事とそれ以外の一般廃棄物は市町村が処理する事を体系的に整理した。 

  高度成長期以降も焼却処理と埋設がごみ処理の中心であった。焼却処理技術は昭和４

０年代後半以降に大きく進歩し、連続焼却炉が普及するとともに埋設技術の研究も始ま

った。しかしながら、高度成長下での大量消費・廃棄時代を迎え、東京都では焼却清掃

工場の立地が住民の反対運動により困難になったことと、埋め立て処分地へのごみ搬入

に伴う生ごみ汁の垂れ流しや埋め立て地（夢の島）からハエやネズミが大量発生し商店

街に押し寄せるまでの騒ぎになったため、昭和４６年９月都知事は「ごみ戦争」を宣言

し徹底的なごみ対策を行った。 

  この頃は、ごみ量の増加率は高く年１０％を超える時期もあった。 

  昭和４８年のオイルショック以降、安定成長へ移行するに伴いごみ量の増加も一段落

したことと、その間地方自治体が処理施設整備に努めため、それまでの処理能力不足を

補う事が可能となった。 

  また、粗大ごみの定時ステーション収集が東京都において昭和４４年に始まり、同４

８年にはプラスチックを焼却不適物として分別収集にも着手した。 

各地方自治体においてもオイルショック以降の省エネ・省資源運動の高まりの中で分

別収集が始まり、昭和５０年沼津市では行政主導のリサイクル事業の取り組みが始まっ

た。 

  このような自治体の取り組みとごみ発生の鈍化により、昭和５０年後半以降、ごみ問

題は一時期治まったが、その後昭和６０年代のバブル経済下でごみ量が急増し再び問題

化した。 

  この頃には、国内外で地球温暖化など地球環境問題への関心も高まり、ごみ処理に関

しても処理施設不足対策だけではなく、資源問題や地球環境問題の中で扱われるように

なってきた。 

  リサイクルの概念が法律上初めて登場するのは、平成３年公布の「再生資源利用促進

法」からである。この法律は、再生資源の利用率向上を特定業種に義務づける他、分別

し易いようなマーク表示や、リサイクルし易いような製品設計を規定している。また、

この法律は廃棄物処理法と関連付けて運用されるようにも配慮されている。この法律制
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定の背景として、１９８０年代以降先進国を中心に資源有効利用など地球環境問題への

取り組みが行われる中で、ごみ処理に関しても法制度制定など種々の取り組みがなされ

るになったことが挙げられる。 

  廃棄物処理法は清掃事業の高度化に大きく貢献したが、制定に当たって、ごみの減量

とリサイクルの観点が乏しい事、有害廃棄物等の規定が整備されていない事、産業廃棄

物の広域処理体制整備が必要となってきた事などから、平成４年に同法の大幅な改正が

なされた。この改正を契機に、我が国においても廃棄物の減量・リサイクルが積極的に

推進されるようになった。しかしながら、再生資源促進法には義務違反の罰則規定が無

く実効性に乏しい面もあったため、事業者の責任を強化したドイツやフランスの例を参

考にして、平成７年に「容器包装の分別収集と再商品化の促進に関する法律」（容器包装

リサイクル法）が制定された。この法律では、自治体が分別収集し、事業者には回収し

た容器廃棄物の引き取りと再利用を義務付ける内容となっている。また、平成１０年に

は大型テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンの４品目を対象とする「特定家庭用機器再商

品化法」（家電リサイクル法）が制定された。 

  さらに、平成１２年には「循環型社会形成促進基本法」が制定され、リサイクル以前

に、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）を優先する３Ｒの考え方が取り入れら

れた。 

この考え方の下に、「再生資源利用促進法」も「資源の有効な利用促進に関する法律」

（３Ｒ法）に全面改正され、事業者による自主回収義務付けなど拡大生産者責任の考え

方も反映した方向で見直された。その後、平成１２年には、食品リサイクル法、建設リ

サイクル法、グリーン購入法も次々と制定された。平成１４年には自動車リサイクル法

が制定され、また平成１５年からは家庭用パソコンのリサイクルも始まっている。 

近では、ＩＣ機器の部品に使われている希土類についても都市埋蔵資源と称しリサ

イクルの有力な対象として期待されている。 

 

 以上、江戸から明治を経て平成へと、廃棄物処理とリサイクルの変遷を見てきた。概略

的には、元々廃棄物処理は近代化の中で汚物処理を中心に公衆衛生の向上を目的にしてス

タートしたが、高度経済成長による資源の大量消費に伴う枯渇問題と大量廃棄による処理

施設の立地難を経験した結果として、地球環境保全と地球資源の有効利用を考慮する必要

性に迫られて廃棄物のサイクルが始まった経緯が読み取れる。 

 また、かっては有用な資源として利活用されていたもの(廃棄物)が、その後全く価値がな

い廃棄物（ごみ）へと変化した例やその逆も見てきた。これにより、廃棄物（ごみ）の概

念が技術の進歩や社会情勢の変化とともに変わり得る事を物語っていて興味深い。 

 

２ 家庭廃棄物処理の現状 

前章では廃棄物処理とリサイクルの関連を中心に歴史的変遷を辿ったが、本章では廃棄
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物処理と資源化について、全国と千葉県の現状を概観した上で、リサイクルの出発点に当

たる家庭ごみの分別排出とその後の処理状況について、筆者の居住地である柏市の例を取

り上げ調査検討する。 

１）廃棄物の区分 

          一般廃棄物の処理は廃棄物処理法に基づき、市町村が廃棄物の排出抑制、適正な分別、 

         運搬、再生、処分を行っている。 

また、同処理法では廃棄物の定義として、「ごみ、粗大ごみ，燃え穀、ふん尿・・動物

死体その他の汚物または不要物であって固形又は液状のもの」と規定し、自ら利用した

り有償で譲渡したりすることが出来ない不要物を対象としている。従って、業者が営業

活動として自主的に有償で回収している新聞紙などは処理法の対象ではなく、一般的に

は統計資料等にも含まれていない。また、同処理法では廃棄物を「一般廃棄物」と「産

業廃棄物」の２つに区分しており、産業廃棄物は事業活動により生じた法律で定める２

０種類のものとし、一般廃棄物は産業廃棄物以外のものと規定している。この内、爆発

性、毒性、感染性などを有するものは「特別管理一般廃棄物」と定めている。一般廃棄

物は、主に家庭から発生する家庭系ごみ、オフィスや飲食店から出る事業系ごみ、及び

し尿から構成されている。 

 以下、本レポートでは地方自治体が扱っているし尿を除いた一般廃棄物（以下「ごみ」）

を対象とする。 

２）全国のごみ排出状況及び処理状況 

 ａ）排出状況 

           我が国の平成２１年度のごみの総排出量は４６２５万トン＊（前年度比３.９％減）、 

          １人１日当たり９９４グラム（同上３．８％減）となっている。 

          これらのごみは、生活系が３２９７万トン（約７０％）事業系が１３２８万トン（ 

          約３０％）となっている。（表１） 

   ＊東京ド‐ム１２４杯分  ：環境白書 平成２３年版による。 

 

表 １    ごみの排出状況        （単位 千トン/年）        

区 分 H１３年度 H１５年度 H１７年度 H１９年度 H２１年度 

ごみ総排出量 ５４.６８１ ５４.２７１ ５２.７２０ ５０.８１６ ４６.２６２ 

 生 活 系 ３７.３８１ ３７.３２１ ３６.４７１ ３５.７２４ ３２.９７４ 

事 業 系 １７.３０１ １６.９５０ １６.２４９ １５.０９２ １３.２７８ 

排出原単位ｇ/人・日 １.１８０ １.１６８ １.１３１ １.０８９  ９９４ 

    環境省：日本の廃棄物処理（平成２１年度版）「http://www.env.go.jp/recycle/ 

westetoukei_index/html」より作成 
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ｂ）処理状況 

ごみは直接あるいは中間処理を行って資源化されるもの、焼却等によって減量化さ

れるもの、処理せずに直接埋め立てられるものに大別される。(表２) 

 平成２１年度の、ごみの総処理量（４３６３万トン）のうち、中間処理される（直

接焼却を含む）ごみの量は、全体の約８８％にあたる４０６８万トンになっている。 

中間処理の過程で直接焼却される量は３４５２万トン（全体処理量の７９，１％）

であり、その他の中間処理による減量率１９.３％に比し圧倒的に高い率になっている。 

          中間処理施設としては、焼却施設のほか、資源化を行うための施設（資源化施設）、肥

          料を作る施設（飼料化施設）、メタンガスを回収する施設（メタン回収施設）等がある 

  ７）。 

直接 終処分される廃棄物と焼却残渣（煤塵や焼却灰）や、焼却以外の中間処理施

設の残渣を合わせたものが 終処分場に埋め立てられる量になる。直接 終処分量は

７２万トン（総排出量の１.６％）で年々減少している。又焼却残渣と処理残渣を合わ

せた平成２１年度の 終処分量は５０７万トンとなっている。 

ｃ）資源化の状況 

平成２１年度に中間処理施設へ搬入されたごみは、処理の結果、４４７万トンが再

生利用され、直接資源化されたもの２２４万トンや集団回収されたもの２７９万トン

をわせると総資源化量は約９５０万トンになり、ごみ処理総量４３６３万トンに対す

る割合（リサイクル率）は平成１３年度の１５.０％から平成２１年度の２０，５％へ

と増加している。（表３）   

また、中間処理の内約８０％を占める焼却処理を行う焼却施設には、発電や熱供給

の施設が併設されて熱利用へ有効利用されている例が増している。 

表 ２     ごみ処理の状況       （単位 千トン/年） 

区 分 H１３年度 H１５年度 H１７年度 H１９年度 H２１年度 

ごみ総処理量     ① ５１,９６１ ５１,.５３８ ４９，７５４ ４７，７２５ ４３，６３４

 直接焼却量    ② ４０，６３３ ４０，２３７ ３８，４８６ ３７，０１１ ３４，５１７

中間処理量    ③  ６，２８８  ７，１６６ ７，２８３ ６，９０１ ６,１６２

直接資源化量   ④  ２，２９４  ２，２７２  ２，５４１ ２,６３５ ２，２３８

直接 終処分量  ⑤   ２，７４６  １，８６３  １，４４４ １，１７７     ７１７

 

減量処理率   （％）⑥ ９４．７ ９６．４ ９７．１ ９７．５ ９８．４ 

 直接焼却率  （％） ⑦  ７８.２  ７８.１  ７７.４  ７７.６ ７９.１ 

中間処理率  (%)  ⑧  １６.５  １８.３  １９.７  ２０.０ １９.３ 

直接埋立率    (%)  ⑨    ５.３   ３.６   ２.９   ２.５ １.６ 

・④は中間処理施設を通さずに再生業者等に直接搬入される量 
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・⑥＝（②＋③＋④）÷① ×１００ 

・⑦＝②÷①×１００ 

・⑨＝⑤÷①×１００ 

 環境省：日本の廃棄物処理（平成２１年度版）「http://www.env.go.jp/recycle/ 

westetoukei_index/html」より作成 

    表 ３       資源化の状況      （単位 千トン／年） 

   区 分 平成１３年度 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度 

市町村によるごみの資源化量 ① ５,４１０ ６,３２８ ７,０２９ ７,２５５ ６,７１０ 

 中間処理後再生利用量 ② ３,１６６ ４,０５６ ４,４８８ ４,６２０ ４,４７２ 

直接資源化量 ③ ２,２９４ ２,２７２ ２,５４１ ２,６３５ ２,２３８ 

集 団 回 収 量 ④ ２,８３７ ２,８２９ ２,９９６ ３,０４９ ２,７９２ 

資 源 化 量 合 計⑤ ８,２４６ ９,１５７ １０,０２９ １０,３６４ ９,５０２ 

ご み の 総 処 理 量 ⑥ ５１，９６１ ５１，５３８ ４９,７５４ ４７,７２５ ４３,６３４ 

リ サ イ ク ル 率⑦（％） １５.０ １６.８ １９.０ ２０.３ ２０.５ 

 ②：資源ゴミ・粗大ごみ等を処理したのち、鉄・アルミ等を回収し資源化した量 

    ④：市町村による用具貸出・補助金の交付などで市町村登録された住民団体によって回  

   収された量（平成１７年度から「ごみ総排出量」に含めている） 

 ⑦：（①＋④）／（⑥＋④）×１００ 

  環境省：日本の廃棄物処理（平成２１年度版）「http://www.env.go.jp/recycle/ 

westetoukei_index/html」より作成 

 

３）千葉県のごみ排出・処理状況 

 ａ）排出状況 

千葉県の平成２１年度のごみの総排出量は、約２２４万トン（平成１９年度比７％減）

であり、1 人１日当たりの排出量（排出原単位）は９９９ｇとなっている。 

排出原単位は、これまで全国平均と比べてやや少ないものの、その差が縮まる傾向で

推移していたが、平成２１年度には上回わった。（表４） 

また、排出源でみると家庭系ごみ１６５万トン（７４％）、事業系ごみ５９万トン（２

６％）となっている。 

ごみのリサイクル率は、市町村による資源化と住民団体による集団回収を合わせたご

みについて、平成２１年度２４.６％となっており（表６）、全国レベル（表３）の値に比

し高い水準で推移している。 
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表 ４ 千葉県のごみ排出状況 

   区  分 Ｈ１３年度 Ｈ１５年度 Ｈ１７年度 Ｈ1９年度 Ｈ21 年度

ごみの総排出量    （千トン） ２４６４ ２４８３ ２４７８ ２４０２ ２２４１

１日１人当たり    （ｇ/人・日） １１３６ １１３０ １１２６ １１１３  ９９９

同上（全国平均） （ｇ/人・日） １１８０ １１６３ １１３１ １１１６  ９９４

千葉県：「環境白書」（平成２３年版）「http://www/pref.chiba.lg.jp/kensei/kankyou 

hakusho/h23.html 」 及び環境省：日本の廃棄物処理（平成２１年度版）

「http://www.env.go.jp/recycle/westetoukei_index/html」より作成 

 ｂ）処理状況 

  ごみ処理方法については、可燃ごみは焼却を行い（直接焼却）、その残渣物（焼却灰） 

 を埋め立てるが、焼却灰の一部を溶融スラッグやセメント原料等として有効利用し埋め 

 立て量の減量化を行っている。また、不燃ごみは圧縮や粉砕等（焼却以外の中間処理） 

を行ったうえ、資源化出来るもの（瓶、缶、ペットボトルなど）は売却・再利用され、

資源化出来ずに残ったもの（不燃化系残渣）は埋め立てを行っている。(表５) 

  平成２１年度のごみ処理量の内訳としては、総排出量約２２４万トンの内、市町村が

処理する量が約２０９万トンであり、集団回収される量が約１５万トンとなっている。 

また、市町村が処理する量約２０９万トンの内訳は、直接焼却約１６６万トン（７９％）、

直接埋め立て約６千トン（０.３％）、焼却以外の中間処理約２９万トン（１４％）、直接

資源化約１４万トン（６.７％）となっている。集団回収とは市町村が用具の貸し出しや

補助金等に係っているものを、また直接資源化とは、資源化等を行う中間処理施設など

を経ずに直接再生事業者等に搬入されるものを指している。 

 

表 ５     千葉県のごみ処理状況         （単位 千トン） 

区    分 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度

  市町村処理  ２３１７ ２３１３ ２２４８ ２０９４ 

 直接焼却   １８４９  １８３５  １７６７  １６６３ 

 直接埋立     １６    １８    １４     ６ 

 焼却以外の中間処理    ３１６   ３１１   ３０５   ２８６ 

  直接資源化    １３７   １４９   １６２   １３９ 

  集団回収量  １６６ １６５ １５４ １４６ 

  総排出量  ２４８３ ２４７８ ２４０２ ２２４１ 

千葉県：「環境白書」（平成２３年版）「http://www/pref.chiba.lg.jp/kensei/kankyou 

hakusho/h23.html」及び環境省：日本の廃棄物処理（平成２１年度版）

「http://www.env.go.jp/recycle/westetoukei_index/html」より作成 
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  ｃ）ごみ資源化の状況 

  平成２１年度のごみの資源化量（４０.５万トン）と集団回収量（１４.６万トン）を合

わせた資源化総量は、５５.１万トンであり、これまでは増加の傾向で推移していたが平

成２１年度から減少に転じている。（表６） 

  資源化量の内、ごみから資源化を行う施設を経ずに直接再生事業者等に搬入される直

接資源化量は１３.９万トン、焼却以外に中間処理施設にて選別・圧縮・破砕等の処理を

施したうえ資源化する量は２６.６万トンとなっている。 

  また、資源化率については既述の通り全国平均に比して高い水準を維持している。 

 

 表 ６    千葉県のごみ資源化状況         単位 千トン 

  区 分 平成１３年度 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度 

ごみからの資源化量 ３５５ ４２０ ４３８ ４４５ ４０５ 

 直接資源化量 １４２ １３７ １４８ １６２ １３９ 

中間処理施設からの 

資源化量 

２１３ ２８３ ２９０ ２８３ ２６６ 

集団回収量 １７０ １６５ １６５ １５４ １４６ 

再資源化総量 ５２５ ５８５ ６０３ ５９９ ５５１ 

市町村処理量 ２２９７ ２３１７ ２３１３ ２２４８ ２０９４ 

リサイクル率 （％）＊ ２１.３ ２３.６ ２４.３ ２４.９ ２４.６ 

＊）リサイクル率＝再資源化総量 / 総排出量（市町村処理量＋集団回収量） 

  千葉県：「環境白書」（平成２３年版）「http://www/pref.chiba.lg.jp/kensei/kankyou 

hakusho/h23.html」より作成 

ｄ）ごみの処理経費 

平成２１年度に一般廃棄物処理に市町村が支出した経費は７９０億円である。 

年間１人当たり約１万３千円となっており減少傾向にあり、全国平均を平成１７年度以

降は下回って推移している。（表７） 

 

    表 ７    千葉県のごみ処理経費（し尿を除く） 

   区分 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度 

ごみ処理金額  （億円） ９４６ ８６７ ８４５ ７９０ 

１人当たりの経費（千円/年） １５.８ １４.４ １３.９ １２.６ 

（参考）同上 全国平均 １５.４ １４.９ １４.６ １４.３ 
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    千葉県：「環境白書」（平成２３年版）「http://www/pref.chiba.lg.jp/kensei/kankyou 

hakusho/h23.html」より作成 

 ｅ）廃棄物処理基本計画 

千葉県では、平成２０年９月に新たに第７次廃棄物処理基本計画を指針として策定し廃

棄物政策を積極的に展開している８）。 

この計画では、目指すべき資源循環型社会を「廃棄物の減量化・リサイクル・適正処理

を推進し、物を大切にする社会」と位置付け、その社会を築くために「３Ｒ（リデュース・

リユース・リサイクル）の推進」と「適正処理の推進」を２本柱に据えて、それぞれに展

開すべき具体的施策を定めている。 

また、計画達成状況として、一般廃棄物について、１人当たりのごみ排出量は２１年度

に２２年度目標値を達成、 終処分量は目標の達成に向けて順調に推移、再資源化率は若

干の向上は見られるがほぼ横ばいと評価し、今後とも状況分析を行った上で課題と問題点

を摘出し更なる廃棄物の発生抑制や資源化の促進を図ることとしている。(表８) 

 

表 ８       千葉県の環境基本計画の進捗状況 

区  分 基 準 年 度

（１７年度） 

現   況 

（２１年度） 

目    標 

（２２年度） （３０年度） 

１人１日当たりの一般廃

棄物（ごみ）の排出量 

１，１２６ｇ  ９９９ｇ 

 

１， ０００ｇ 

 

９５０ｇ 

 

一般廃棄物（ごみ）の

終処分量 

１９万トン 

 

１５.７万トン 

 

１５万トン １０万トン 

一般廃棄物（ごみ）の再

資源化率 

２４.３％ ２４.６％ ３５％ ４０％ 

  千葉県：「環境白書」（平成２３年版）「http://www/pref.chiba.lg.jp/kensei/kankyou 

hakusho/h23.html」より作成 

  

 ４）柏市のごみ分別収集等ごみ処理の状況 

先にごみ処理の歴史で見たように、大量消費・大量廃棄時代の中で公害問題などを背景

に廃棄物処として廃棄物処理法が改正されたのを契機に,柏市においても廃棄物の減量とリ

サイクが推進されるようになった。 

当初、市町村における家庭廃棄物の分別収集は、焼却がごみの減量処理として主流であ

っため不燃・可燃の収集区分が多かったが、その後ごみの質的変化と資源化の中で徐々 

に収集区分が増加してきた。 

ここでは、柏市のごみの発生量、処理量、資源化量などごみ処理の状況を量的に把握し

た上、リサイクルの出発点として家庭と密接に関連する分別収集の現状とその後の処理に

ついて調査検討を行う。 
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        ａ）柏市のごみの排出量 

柏市の平成２１年度ごみ排出量は約１１万８千トン（対１９年度比６千トン減）でその

うちあり、その内家庭系のごみ量は約８万７千トン（対１９年度比３千トン減）で７５％

を占め事業系のごみは３万１千トン（対１９年度比３千トン減）で２５％を占めている。(表

９) 

 家庭系廃棄物の総排出量に占める割合は、千葉県とほぼ同レベル（平成２１年度７４％）

であるが、国の割合７１％をやや上回っている。１人当たりのごみ排出量は、平成２１年

度で９３９ｇ/人・日となっており、全国平均（９９４ｇ/人・日）と千葉県平均（９９９ｇ

/人・日）のいずれも下回っている 

         

のごみ排出量 

   区分 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度 

ごみ総排出量（千トン/年） １２５ １２５ １２４ １１８ 

 家庭系（千トン/年） ９３（７４％） ９２（７４％） ９０（７３％） ８７（７５％）

事業系（千トン/年） ３２（２６％） ３３（２６％） ３４（２７％） ３１（２５％）

１人１日当り排出量（ｇ/人・日） １０２８ １０２３ １００８ ９３９ 

   同上（千葉県平均） １１３０ １１２６ １０８０ ９９９ 

   同上（全国平均） １１６３ １１３１ １０８９ ９９４ 

  柏市：柏市一般廃棄物処理基本計画より作成 

 

ｂ）焼却処理の状況 

平成１６年度まで柏市清掃工場（北部クリーンセンター）で焼却処理を行ってきたが

その後のごみ増量に対応するため平成１７年度から柏市第二清掃工場（南部クリーンセ

ンター）の稼働を開始した。 

平成２２年度のごみ焼却量は８万９千トンであり、北部クリーンで約３万９千トン、

南部クリーンセンターで約５万トンそれぞれ処理しており、総ごみ処理量に占める割合

は約７７％となっている。 

       ｃ）資源化物の回収量と資源化率の状況 

資源化物ついては、分別収集量（２万９千トン）、中間処理後の資源を加えた総資源

化量（３万３千トン）とも降減少傾向にあるが、資源品の内約７割を占める古紙が景気

低迷による需要低下と電子コンテンツの拡充などで減少している事が要因と考えられ

る。（表１０） 

平成２１年度の総資源化率２８，５％は、国の基本計画の平成２７年目標値（２５％）

を上回っているが、千葉県計画の平成３０年度目標値（４０％）を下まわっている。 
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  表 １０      柏市の資源化率の推移            単位：トン 

    区  分 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度 

可燃・不燃・粗大①  ８７，５５５  ８９，３７７  ９０，８９５  ８８，２８５

 分 資源品  ２７，５９８  ２８，６６８  ２７，２０６  ２３，６４７

別

収

集 

布団等   １，１０７    ―   ―     ― 

プラスチック   ８，８７９    ６,５０１ ６，１７８   ５，７７５

小計②  ３７，４９４   ３５,１６９  ３３，３８４  ２９，４２２

中

間

処

理

後 

エコセメント    ４９５     ３１０    ３００     ２９９ 

焼却磁性物    １９３ ２２５    ２９９     ２５３ 

スラグ・メタル等     ―   ２，０５８   ２，８８９    ２，４０２

破砕鉄屑      ９０９     ９２２     １,０５４     １,１３５

小計③   １，５９７   ３，５１５ ４,５４５    ４,０８９

廃乾電池等④     １８     ２６     ２６     ２８ 

 合計⑤（②＋③＋④）   ３９,１０９    ３８,７１０   ３７,９５５    ３３,５３９ 

総ごみ量⑥（①＋②） １２５,０４９ １２４,５４６ １２４,２７９ １１７,６９７

総資源化率 ⑤/⑥×１００   ３１.３   ３１.１   ３０.５   ２８.５ 

  柏市：柏市清掃事業概要（平成２２年度版）より作成 

 

ｄ） 終処分の状況 

平成２１年度の焼却灰の 終処分（埋め立て）量は６千５万トンであり、南部クリー

ンセンターの運転が始まった平成１６年度以降に９千トンから６千トン台に急減したが

それ以降は横ばい傾向となっている。(表１１) 

 平成２４年度以降、市外の処分施設において委託処理しなければならない状況にお 

いては一層の減量が必要となっている。 

 

表 １１      柏市の 終処分量           （単位 トン） 

年度 北部クリーンセンター

 （焼却灰） 

南部クリーンセンター 

（溶融飛灰固化物） 

   合  計 

平成１５年度   ９０２１    ―    ９０２１ 

平成１７年度   ６０２５   ２１１    ６２３６ 

平成１９年度   ５８１１   ４６１    ６２７２ 

平成２１年度   ６１４６   ３９５    ６５４３ 

   柏市：柏市清掃事業概要（平成２２年度版）より作成 

 

ｅ）ごみ処理経費の状況 
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 平成２１度のごみ処理経費は、５４億８千万円となっている。１人当たり経費は１万 

３９百円となっており、千葉県平均（１万２６百円）と全国平均（１万４３百円）と比 

較し顕著な差はなく、千葉県と国が減少傾向にあるが柏市も同様な傾向にある。（表１２） 

 

   表 １２   柏市のごみ処理経費の状況 

年度 ごみ処理経費（百万円） 人口（人） １人当り（円） 全国１人当り（円）

平成１５年度 １１,０６１ ＊ ３３１,５６８ ３３,３５０ １５,４００ 

平成１７年度 ５,５６５ ３７７,４７４ １４,７４０ １４,９００ 

平成１９年度 ５,７６８ ３８５,８２３ １４,９４０ １４,６００ 

平成２１年度 ５,４８２ ３９４,１８８ １３,９００ １４,３００ 

＊焼却工場新設に伴う増分が影響 

柏市：柏市清掃事業概要（平成２２年度版）及び 環境省：日本の廃棄物処理（平成

２１年度版）「http://www.env.go.jp/recycle/westetoukei_index/html」より作成 

 

ｆ）分別収集の状況 

家庭排出ごみについては、昭和４６年度に分別収集（不燃、可燃）が開始され、昭和

５７年度には「資源品」を加えた３分別収集体制が確立された。その後、昭和５９年度

には使用済みの乾電池や蛍光灯などを有害ごみに分別して、４分別収集（可燃、不燃・

粗大、有害、資源品）を開始した。 

平成３年度からは 終処分場の延命を図るため、北部清掃工場の稼働を機にそれまで

不燃ごみ扱いであったプラスチック系ごみを可燃扱いに変更し、焼却処理することとし

た。しかしながら、その後のごみ増大により清掃工場の過負荷運転が続き、これを回避

するため平成７年度からプラスチックごみを分別収集にした。その後、粗大ごみを不燃

ごみから分離して、現在の６分別収集となった。（表１３） 

 収集は、家庭系ごみについては、可燃ごみ（生ごみ、容器包装プラスチック、紙く 

 

表 １３  柏市のごみの分別方法及び処理方法（平成２２年４月１日現在） 

 資源品 可燃ごみ 容器包装プラ

スチック類 

不燃ごみ 有害ご

み 

粗大ごみ 

ご

み

の

種

類 

古紙類（新聞紙段ボ

ール、雑誌、雑紙） 

紙パック類 

古着・古布類 

ＰＥＴボトル 

空ビン類 

空カン類 

台所ごみ 

紙くず 

木枝・草ビ

デオテープ

類 

プラスチック

製容器包装材 

一辺１.２ｍ未 

満の小型家具

類 

革製品 

ガラス・陶磁

器類 

容器包装以外

乾電池 

水銀体

温計 

蛍光灯 

ライタ

ー 

ベッド、学

習机 

ソファー、

一辺１.２

ｍ以下以

上の家具

類 
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金属類 のプラスチッ

ク製品 

布団 

収

集

容

器 

 

カン、ビン、ＰＥＴ

ボトルは市指定の回

収袋 

他は指定なし 

指定袋（赤

色） 

指定袋（黄色）

 

 

 

中身の見える

ビニール袋

（入らないも

のはそのま

ま） 

 

中身の

見える

ビニー

ル袋 

 － 

回

数 

月２回 

 

週２回 

 

週１回 月２回 月２回 申し込み

制 

方

法 

             ステーション方式 戸別収集 

対

象 

             一 般 家 庭 

形

態 

委託（柏市再生資源 

事業共同組合） 

       柏市直営（１００％） 委託（民間

企業） 

方

法 

再生資源化（容器包

装リサイクル法また

は売却） 

焼却処理

（焼却灰は

終処分又

は灰溶融、

エコセメン

トへ資源化

再生資源化

（容器包装リ

サイクル法） 

破砕処理（破

砕残渣は焼

却、磁性物は

資源化） 

再生処

理 

不燃ごみ

と同様（状

態の良い

一部の家

具は売却）

施

設 

柏市リサイクルプラ

ザ 

柏市清掃工

場 

プラスチック

圧縮保管施設 

柏市清掃工場

粗大ごみ処理

施設 

民間施

設（‘委

託処理） 

清掃工場

粗大ごみ

処理施設 

 柏市：柏市清掃事業概要（平成２２年度版）より作成 

 

ず、木の枝等）が週２回、不燃ごみ（小型家具、ガラス等）及び有害ごみ（乾電池、

蛍光灯など）が月２回、容器包装プラスチック類が週１回の集積所収集を行っている。

家具等の粗大ごみについては、電話申し込みにより民間委託会社が随時戸別収集して

いる。また、資源品（古紙、古布、ＰＥＴボトル、瓶、缶、金属）については、市と

協定を結んでいる柏市再生資源事業組合が月２回回収し、選別等の処理を行っている。

なお、事業系のごみ、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、パソコン、建築廃材（コンクリート、
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残土など）、危険物（医薬品、廃油、ガスボンベなど）、引っ越しごみ、古タイヤ等の

適正処理が困難なものについては、収集の対象としていない。 

 事業系ごみについては、事業者自ら或いは、許可業者によって市の処理施設に搬入 

されている。事業系プラスチックは分別回収を行い、家庭系プラスチックと同様に処

理を行っている。 

 可燃性のごみは清掃工場において焼却処理を行い、それ以外のごみは破砕処理を行

った後、可燃性ごみ等に分けて処理している。乾電池などの有害ごみ、布団やプラス

チックごみについては、委託による処理を実施している。 

ｇ）ごみ処理問題への取り組み 

これまで柏市のごみ処理状況について、主として国と県レベルとの対比で取り上げた

が、ここでは柏市の一般廃棄物処理の課題解決へ向けての取り組みを見ることにする。 

   （ごみの排出抑制） 

ごみ発生量の増加は、処理経費の増加や 終処分地の立地難などをもたらし、ごみ処

理責任を有する市の行財政に大きな負担を強いる事となる。このため、ごみの排出抑制

は廃棄物対策の根源的な重要な課題となるが、日常の家庭生活における活動と密接に関

係するため、対策を効果的に進めるためには市民と一体になった抑制方策が必要になる。 

このような観点から、柏市においても他の自治体同様、家庭系ごみ抑制のため、種々

の市民啓蒙活動を行う他、市処理施設の負荷軽減等のため自宅での生ごみ処理などを推

進している。 

総排出量と排出原単位（１人１日当たりの排出量）は平成１５年度以降斬減傾向にあ

るが（表９）、市内に新たな処分場立地は困難な状況にある。このため平成２４年以降は

市外施設に委託処理しなければならないことを考慮し、平成２４年度を初年度とする一

般廃棄物処理基本計画を策定し、事業系ごみの減量化に努めるとともに家庭系ごみの発

生抑制についても一層の努力を行うこととしている。 

（ごみの資源化） 

柏市の資源化率は県の平均と比較しても高い水準にあるが、平成１７年度以降は下 

降傾向にあり（表１０）、平成２２年度の総資源化率２８，５％は県の平成３０年度計        

画目標値４０％を下回っている（表８）。 

柏市の家庭系ごみの分別収集がかなり浸透していることを考慮すると、今後の大きな

資源化率の向上は難しいと考えられるが、市の基本計画においては県の目標値（４０        

０％）を目指すとしている。このため新たな資源化方策の模索として排出方法や分別区

分の見直し、市ごみ袋による分別の徹底と資源化の推進、資源化に対する適正対価の確

保、紙ごみの資源化促進、北部クリーンセンター焼却灰の新たな資源化などの検討を行

っている。  

（ごみ処理経費の削減） 

     市民の行政ニーズが多様化する中で、柏市の財政状況は厳しく一層の費用削減が求め
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られている。しかしながら、日々発生するごみの処理は確実に実施する必要があるため

処理費用の削減は非常に困難な課題となっている。 

このため、排出量に応じた処理費用の負担のあり方などを含めて十分な検討を進める

こととし、以下の諸課題にとり組んでいる。 

       ・施設維持管理業務のスリム化 

       ・収集運搬業務の民間委託を含めた効率的実施のための調査検討 

       ・市町合併に伴う広域処理ルールの統一化など財政的メリットの検討 

       ・処理サービス（受益）と手数料（対価）の適正なあり方の精査と料金改定 

 

 ３ 各国の廃棄物処理とリサイクルの状況 

これまで、我が国の廃棄物処理について、主としてリサイクルの観点から見てきたがこ

こでは外国の廃棄物処理状況とリサイクルについて調査する。 

なお、各国の廃棄物の排出量、処理量等は国により分類、基準が異なり、推移や排出量

を単純に比較することは難しいので、各国の排出状況と処理状況を概観し、リサイクルを

巡る各国の廃棄物処理制度と政策の特徴について述べる。 

１）米 国 

ａ）廃棄物の発生状況 

２０００年度の都市ごみ発生量は約２億３千万トンであり、年々増加の一途をた

どっている。また、１人１日当たりの排出量は約２ｋｇとなっており、１９８５年

に比し２４％増加している。（表１４） 

 

  表 １４  米国の都市廃棄物の年間排出・処理・処分量   （単位 百万トン） 

  区 分 １９８０年 １９９０年 １９９５年 １９９９年 ２０００年

排 出 量 １５１.６ ２０５.２ ２１１.４ ２３１.０ ２３１.９ 

（ａ）リサイクル量   １４.５  ２９.０ ４５.３ ５０.１  ５３.４ 

（ｂ）堆 肥 量    ―    ４.２   ９.６  １４.７  １６.５ 

総物質回収量（ａ）＋（ｂ）  １４.５  ３３.２  ５４.９  ６４.８  ６９.９ 

焼 却（ｃ）  １３.７  ３１.９  ３５.５  ３４.１  ３３.７ 

埋め立て他（ｄ） １２３.４. １４０.１ １２０.９ １３２.１ １２８.３ 

廃棄量（ｃ）＋（ｄ） １３７.１ １７２.０ １５６.５ １６６.２ １６２.０ 

排出原単位（ｋｇ/人・日） １.７（‘８５）  ２.０  ２.１   － ２.１ 

 

 環境省：「海外の廃棄物処理情報」（海外の廃棄物排出状況と処理処分の特徴 

「http://www.env.go.jp/recycle/weste_tech/kaigai/03html  (2011・12・04)」より作成 

ｂ）廃棄物行政・法制度 

基礎となる法制度として１９７６年制定「資源保護回復法」があり、法の目的と
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しては、有害廃棄物の削減と管理を環境面で安全に実施することにより、健康と環

境保護の促進及び貴重な物質資源とエネルギー資源の保全を図ることとしている。 

環境保護庁が有害廃棄物を連邦レベルで規制し、有害廃棄物以外の家庭ごみは、州

政府や地方自治体に責任があり具体的廃棄物管理を実施している。 

ｃ）廃棄物処理・リサイクルの状況 

廃棄された物、回収利用された物、本質的に廃棄物様のもの全てについて法の対

象とし、有害か非有害の区分で処理され、排出抑制、リサイクル、焼却、処分の順

で優先されている。 

有害廃棄物の排出量は１９９９年は４千万トンであり、都市ごみ発生量の１７％

にあたる。 

都市ごみ発生量を種類別に見ると、紙・段ボールが も多く全体の３７％を占め、

ついで庭ごみが１２％となっている。また、品目別では容器・包装材が３２.５％、

ついで非耐久消費材が２７.５％、耐久消費材が１５％と続いている。 

都市ごみの回収リサイクル率は２０００年で約３０％であり、１０年前の１６％

に比し倍増している。また、焼却は１５％、残りの５５％は埋め立て処分されてい

る。（表１４） 

種類別のリサイクル状況を見ると、廃電池が もリサイクル率が高く９７％、つ

いで紙・段ボールの４２％、庭ごみの４５％となっている。 

容器包装材のリサイクル率では、スチールが５９％と も高く、次いで紙類が５

５％、アルミニウム４０％、ガラス２２％、木材類１５％、プラスチック類１０％

となっている。 

焼却と埋め立て処分の１０年間の推移を見ると、焼却処理が微増傾向（６％増）

にあるのに比し埋め立て処分量は斬減（８％減）している。（表１４） 

ｄ）廃棄物政策 

 連邦レベルでは、資源保護回復法の目的（健康と環境の保護、エネルギーと資源

の保全、廃棄物量の削減）を達成するため、これまでの発生後処理に対し発生前対

策（ごみ削減）が環境的経済的意義が高い事を認識して、１９８４年以降廃棄物政

策を転換し、廃棄物 小化とリサイクルへの取り組みを強化した１０）。具体的には、

ごみ処理方針を策定し、州政府と地方自治体に対し、ごみ削減や適切処理、経済的

ごみ処理方法と処理プロセスの改善、調査研究、システム導入への財政・技術的援

助などを実施している。 

 一方、州政府は廃棄物処理に包括的権限を有しているので、連邦の方針を受けた

廃棄物削減やリサイクル計画について、地方自治体への指導強化に努めている。具

体的施策としては、ニューヨーク州は廃棄物削減対策としてごみ処理有料化プログ

ラムの提示やごみ発生抑制とリサイクルプログラムの下に資金助成等を実施してい

る。 
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２）ドイツ 

ａ）廃棄物の発生状況 

２００５年の一般廃棄物の発生量は４９５６万トンであり、１人当たり年間６

００ｋｇとなっている。排出原単位（１人１日当たり）は約１.６Ｋｇとなってい

る。各々１９９５年に比べて約１０％増加している。(表１５) 

 

表 １５     ドイツの一般廃棄物の発生状況 

 １９９５年 ２０００年 ２００５年 

一般廃棄物発生量 （千トン） ４４,３９０ ５０,１３２ ４９，５６３ 

１人当たり発生量 （ｋｇ/人・日）  １.４８   １.６７  １.６４ 

  家庭廃棄物発生量（千トン）＊ ３５,１２９ ３７,６６７ ３９，８８６ 

  １人当たり発生量(ｋｇ/人・日)  １.１８  １.２６  １.３３ 

＊ 一般廃棄物発生量の内数 

環境省：環境統計集 「http://www.env.go.jp/doc/toukei/   (2012・1・19)」より作成 

 

ｂ）廃棄物行政・法制度 

基礎となる法制度としては、１９９４年制定の「循環経済の促進及び廃棄物の

環境に適合した処分の確保に関する法律」（循環経済・廃棄物法）がある。 

法の理念として、持続可能な経済社会の構築のため、生産から廃棄までを通し

て全体として廃棄物発生の少ない、循環を基調とする経済活動を推進することと

している。 

 処理方針としては、排出抑制をリサイクルよりも優先し、リサイクルは処分よ

りも優先し、処分はリサイクル出来ない場合に限定されているのが特徴１１）。 

廃棄物は家庭廃棄物とその他の廃棄物に区分され、また処理の方法も再利用され

る物と処分されるものに分けられている。 

連邦政府は一定の種類の廃棄物について、リサイクル方法の優先順位を定める事

ができる。また、技術的・経済的に可能であって、且つ回収物に市場が存在する

か又は創設できる限りにおいて、リサイクル義務の遵守が求められている。 

 産業廃棄物については、処分の自己責任の原則に基づき、事業者責任（拡大生

産者責任）が規定されている。 

ｃ）廃棄物処理・リサイクルの状況 

１９９７年の一般廃棄物の排出量を種類別に見ると、家庭廃棄物と公的に収集さ

れる事業系廃棄物が１８００万トン（４０％）、公的に収集されない事業系廃棄物が

５２０万トン（１２％）、粗大ごみ３２０万トン（７％）、庭及び公園からの廃棄物

３２１万トン（７％）、分別収集されたその他の廃棄物１１６０万トン（２６％）と

なっている。 
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公的に収集される量が総排出量の６６％となっており、我が国で公的に収集さ

れている生活系ごみの排出総量に占める率が７０％を占める事を考慮すると、廃

棄区分には差があるものの、公的な関与の割合が略同じであることが分かる。 

 次に、リサイクルの例として、１９９３年から９９年まで６年間の包装廃棄物

の品目別リサイクル量とリサイクル率の推移を見てみる。 

リサイクル量の多い順に見ると（％はリサイクル率）、ガラスは２３７万トン（６

６％）～２７６（８３％）万トン、紙・段ボールが８８万トン（８３％）～１５

０万トン（７７％）、プラスチック２８万トン（３１％）～６５万トン（６５％）、

ブリキ３５万トン（５５％）～５３万トン（８２％）、飲料用紙箱５６万トン（２

７％）～１４万トン（６２％）、アルミニウム１万４千トン（２１％）～５万６千

トン（７９％）となっている。紙・段ボールについては倍近く回収量が増したが

リサイクル率は微減しているのが特徴的である。他の品目は概ねリサイクル量と

率が比例して伸びている。これは、１９９１年から容器包装令が施行されたため

飲料容器のリサイクルの拡大が影響していると思われる。（表１６） 

 

 表 １６  ドイツの包装廃棄物の品目別リサイクルの状況（家庭及び小規模事業所） 

        上段：リサイクル量（単位：千トン）、下段：リサイクル率 

 １９９３年 １９９５年 １９９７年 １９９９年 

ガラス  ２３７２ ２５７１ ２７２１ ２７５７ 

６６.３％ ７６.４％ ８３.５％ ８２.５％ 

紙・段ボール ８８０ １０５７ １３１４ １５０１ 

８２.８％ ６１.１％ ７６.３％ ７６.９％ 

プラスチッ

ク 

２８０ ５０６ ５９３ ６５１ 

３０.８％ ５２.４％ ６３.６％ ６４.９％ 

ブリキ板 ３５６ ４４５ ５３２ ５２６ 

５４.６％ ６６.８％ ８２.８％ ８２.３５ 

飲料用紙箱 

 

５６ ９３ １２９ １３９ 

２７.４％ ４６.７％ ８１.８％ ６１.７％ 

アルミニウ

ム 

１４ ３５ ５４ ５６ 

２０.７％ ５１.０％ ７８.４％ ７８.７％ 

合 計 ３９５５ ４９６４ ５３４６ ５６３２ 

５８.０％ ６７.４％ ７８.１％ ７８.６％ 

   環境省：「海外の廃棄物処理情報」（海外の廃棄物排出状況と処理処分の特徴） 

        http://www.env.go.jp/recycle/weste_tech/kaigai/03html  (2011・12・04)」 

        より作成 
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ｄ）廃棄物政策 

廃棄物の排出抑制が第一義であり、技術開発もその方向で発展してきた。 小

エネルギー 小資源投入による生産により、廃棄物や環境中への放出を抑制し、

環境負荷を減らすための技術開発が進められている。この事は、雇用の創出や経

済の活性化にも貢献している。既に２０００年を過ぎた時点で廃棄物処理事業の

総売上額が４１０億ユーロに達し２万４千人が従事している。 

都市廃棄物処理基準が制定され２００５年以降は未処理の都市廃棄物の埋設が

禁止された。また、２００３年からワンウエイ飲料容器にデポジット制度が導入

されたので、今後は一層排出抑制・リサイクルにシフトして行くと思われる。 

３）韓 国 

ａ）廃棄物の発生状況 

２００５年の都市ごみ発生量は１８２５万トンであり、この内家庭廃棄物が１

５１７万トンを占め８８％を構成している。また、１人１日当たりの発生量は約

１ｋｇとなっており、国際的に見て我が国と同様に低い値になっている。（表１７） 

 

 表 １７    韓国の一般廃棄物の発生状況 

    区   分 １９９５年 ２０００年 ２００５年 

一般廃棄物発生量 （千トン） １７，４３８ １６，９５０ １８，２５２ 

１人当たり発生量 （ｋｇ/人・日）  １.０７  ０.９８  １.０４ 

  家庭廃棄物発生量（千トン）＊ １５，４１１ １４，３７５ １５，１７５ 

  １人当たり発生量（ｋｇ/人・日）  ０.９３  ０.８５  ０.８８ 

＊ 一般廃棄物発生量の内数    

環境省：「環境統計集」「http://www.env.go.jp/doc/toukei/   (2012・1・19)」より作成 

 

ｂ）廃棄物処理・リサイクルの状況 

都市ごみ、一般産業廃棄物ともリサイクル及び焼却処分の割合が増加しており、

２０００年の都市ごみのリサイクル率は４１.３％まで増加した。特に、一般産業

廃棄物のリサイクル率は高く、１９９２年は７３％になっている。 

２０００年の都市ごみの処理について見ると、総処理量１７７０万トンの内、

埋め立てが７９７万トンで４７％、焼却が１９９万トンで１１.７％、リサイクル

が７００万トンで４１.３％を占めている。 

１９９５年以降２０００年までを見ると、この間リサイクル率は飛躍的に伸び

ている。（表１８） 
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表 １８      韓国の都市ごみの処理処分状況 

   区    分 １９９５年 １９９７年 ２０００年 

処分量 （万トン/年） １７４４ １７４８ １６９５ 

埋め立て量（上段：万トン/年・

       下段：％） 

１２６２ 

７２.３ 

１１１６ 

６３.９ 

７９７ 

４７.０ 

焼 却 量（上段：万トン/年・   ７０  １２４ １９９ 

１１.７        下段：％） ４.０ ７.１ 

リサイクル量（上段：万トン/年

       ・下段：％） 

４１２ 

２３.７ 

５０８ 

２９.０ 

６９９ 

４１.３ 

経済産業省：産業構造審議会環境部会第６回廃棄物・リサイクル小委員会（参考資 

   料６）平成１４年１１月２５日開催     「http://www.meti.go.jp/policy  

/recycle/main/data/oversea/puf/14.pdf   (2011・11・04)」より作成 

 

ｃ）廃棄物行政・廃棄物法制度 

基礎となる法制度として、１９８６年に制定された「廃棄物管理法」がある。 

法の目的は家庭、商業及び工業廃棄を効率的に規制することであり、廃棄物管

理、管理計画、管理基準及び処理業者に関する諸規定を定めている１２）。 

ｄ）廃棄物政策 

韓国政府は持続可能な環境と経済のための諸政策を進めている。 

重点政策として「拡大生産者リサイクルシステムの確立による廃棄物の削減・

リサイクルの 大化」と「リサイクル産業を推進するための技術開発とインフラ

の拡大」を取り上げ実施している。 

前者の具体的な方策としては、拡大生産者責任制度を導入し着実に実施してい

る。 

 

 ４ リサイクルと経済循環    

   これまで、廃棄物処理とリサイクルについて、家庭から排出される一般廃棄物(ごみ)

に焦点を当てて、その歴史的変遷と国内外の処理状況を見てきたが、ここではごみのリ

サイクルが経済社会の中でどのような意味をもち、経済循環の主体である行政・企業・

家庭の果たすべき役割と課題について考えてみる。 

 

１） 物質フローから見たリサイクルの位置付け 

一般廃棄物のリサイクルを考える当たり、統計データとして整っている産業廃棄物

を含めた廃棄物全体を対象に、先ず我が国の経済社会におけるモノの流れ（物質フロ

ー）で概観した後、フローの段階毎に見てみる。 

 ａ）循環的利用の現状 
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平成２０年度の我が国の総物質投入量は１７.４億トンであり、その内約半分の６.

６億トンが建物や社会インフラとして蓄積６億トンが建物や社会インフラ等の形で

蓄積されている。また、１.８億トンが製品等で輸出され、４.９億トンがエネルギー

消費や工業プロセスで排出され、５．８億トン廃棄物が発生している。この廃棄物

量は総物質投入量の３３％を占め、この内循環利用されるのは２.５億トンで、これ

は総物質投入量の１４.１％に当たり、また廃棄物発生量の４２％に相当している。

（表１９） 

ｂ）発生段階 廃棄物発生量５.８億トンの内、産業廃棄物量は４億トンで７０％

を占め、一般廃棄物（ごみ）は０.４８億トン（８％）、し尿は０.２３億トン（４％）

となっている。また、廃棄物統計外の副産物・不要物は１.０４億トン（１８％）で

ある。廃棄物発生量の性状で見ると、バイオマス系（家畜糞、木くず、古紙、塵芥

など）が３.２億トン（５５％）が 大、非金属鉱物系（土砂系）１.９億トン、鉄や

非鉄等の金属系０.５億トン、プラスチックなど化石系０.２億トンとなっている。（表

２０） 

 

表 １９     我が国の物質フロー       （単位 億トン） 

      区      分 平成２年度 平成１１年度 平成２０年度 

 

入 

 

 

口 

 総 物 質 投 入 量 ２３.５６ ２０.２３ １７.３７ 

 天 然 資 源 投 入 量 ２１.８１ １８.２８ １４.９２ 

  輸 入 資 源 ７.０２ ７.５１ ８.０９ 

  製  品 ０.４１ ０.４３ ０.５７ 

 資  源 ６.６１ ７.０８ ７.５２ 

国 内 資 源 １４.７９ １０.７７ ６.８３ 

循 環 利 用 量 １.７５ １.９５ ２.４５ 

含   水   等（＊） ３.０１ ２.９９ ２.７７ 

 

 

出 

 

 

口 

 輸   出   量 ０.７７ １.２２ １.８１ 

 蓄  積  純  増  量 １４.１６ １０.２５ ６.６０ 

  エネルギー消費及び工業プロセス排出量 ４.５５ ４.８０ ４.８７ 

  食 糧 消 費 量 １.０４ ０.９７ ０.９１ 

  施  肥  量 ０.１７ ０.１５ ０.１８ 

  廃 棄 物 の 発 生 量 ５.８７ ５.８２ ５.７８ 

  自 然 還 元 量 ０.９６ ０.８５ ０.８６ 

 減 量 化 量 ２.０７ ２.４０ ２.２５ 

  終 処 分 量 １.０９ ０.６２ ０.２２ 

 循 環 利 用 量 １.７５ １.９５ ２.４５ 
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＊廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸等）及び経済活動に伴う随伴

投入（鉱業、建設業、上水道業の汚泥及び鉱業の鉱さい） 

 環境省：環境統計集 「http://www.env.go.jp/doc/toukei/   (2012・1・19)」より作成 

 

表 ２０    廃棄物の構成（平成２０年度）       （単位 億トン） 

形  態  別 性   状   別  

産業廃棄物 ４.０ バイオマス系（有機汚泥・し尿等） ３.２ 

一般廃棄物 ０.７ 非金属鉱物系（無機性汚泥・土砂・鉱さい） １.９ 

 ごみ ０.５ 金 属 系（鉄・非鉄金属） ０.５ 

し尿等 ０.２ 化 石 系（プラスチック・鉱物油等） 

 

０.２ 

 廃棄物統計外 １.１ 

合  計  ５.８ 合   計 ５.８ 

  環境省：環境統計集「http://www.env.go.jp/doc/toukei/   (2012・1・19)」より作成 

 

ｃ）自然還元段階 

畜産（家畜排せつ物の一部）や農業（稲・麦わら、もみ殻等）で副産物として排

出された内、肥料化等として農地等に還元された量は０.９億トン（０.２％）である。 

ｄ）循環リサイクル段階；再使用「リユース」 

リターナブル瓶やタイヤの再使用（中古品販売量は除く）は、０.０２億トン（０．

００３％）となっている。 

ｅ）循環リサイクル段階；再生利用「リサイクル」 

循環利用量は、直接再生利用されたもの（１．０７億トン）と中間処理・再資源

化処理等を行った上で再利用された資源量（１.３７億トン）を合わせたものであり

２４億トンとなっている。これは、廃棄物として排出された５.８億トンの内４２％

がリサイクルされている事を示し、この中には廃油や廃木材を燃料として使用する

量も含まれている。 

リサイクルの代表的なものとしては、非金属鉱物系資源の代替原料（再生砕石、

再生アスファルト合材）として利用される「がれき類」が０.６億トン、同じくセメ

ント原燃料や路盤材等として利用される「鉱さい」０.５億トンが挙げられる。 

 

２） 行政・企業・家庭の取り組みの現状と課題 

リサイクルは、有限天然資源の保全、廃棄物の減量及び環境保全のため、資源を何回

も使用する「循環利用」に主な目的がある。ここでは、成熟経済下にある我が国が目指

す循環型社会構築の担い手である行政・企業・家庭を取り上けリサイクルへの取り組み

の現状と課題を検討する。 
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 ａ）行政の取り組み 

（国レベル） 

  ごみ処理と再利用の歴史で見たように、これまで国レベルで廃棄物処理とリサイクル

に関して数多くの法律が制定・施行され、それに応じて各自治体に於いてもさまざまな

取り組みが行われてきた。（表２１） 

なかでも１９９１年（平成３年）制定「再生資源の利用の促進に関する法律」（再生

資源利用促進法）」と２０００年（平成１２年）制定「循環型社会形成推進基本法」が

我が国のリサイクル推進の基本的な法律となっている。 

再生資源利用促進法は、リサイクル促進のため製品を分類し、事業者が行う法的措置

を規定しており、その後容器包装廃棄物のリサイクルの責任を事業者に負わせる「容器

包装リサイクル法」（平成７年制定）の誕生へと繋がった。 

 また、循環型社会形成促進基本法では循環型社会を「天然資源の消費を抑制し、環境

への負荷ができる限り低減される社会」と定義し、その実現のための手段・方法として、

①廃棄物の発生抑制（リデュース）、②循環資源が発生した場合は、再使用（リユース）、

リサイクル、熱回収、③循環的な利用ができない場合には適正な処分の確保を掲げてい

る。国は、この基本法に基づき循環型社会基本計画を定め、発生抑制、再使用、再生利

用、熱回収、適正処分等の各対策がバランスよく進展するよう、物質フロー指標と取り

組み指標を設定し、各々に目標値を定めて諸施策を推進している。 

  先ず、物質ブロー指標から取り組みの進捗状況を見てみると、資源生産性（ＧＤＰ/天

然資源投入量）は、平成２０年度３６.１万円／トン（平成２７年度目標値４２万円／ト

ン）であり、平成１２年度に比し約３８％増となっている。循環の指標である循環利用 

 

表２１   廃棄物及びリサイクル関連法の変遷 

法 律 名 概   要 

「汚物清掃法」制定：明治３３年 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（廃棄物処理法）制定：昭和４５年 

 

 

「廃棄物処理法」一部改正：昭和５１年

 

 

「廃棄物処理法」一部改正：平成３年 

 

・汚物処理と処分を市町村へ義務化。 

 

・清掃法の全部改正（廃棄物の増大と多様性に

対応）、産業廃棄物の定義と事業者処理責任

の原則確立。 

 

・有害廃棄物と 終処分場の規制（産業廃棄物

規制の強化）。 

 

・廃棄物の排出抑制、再生利用等減量化の位置

付け、自治体、事業者、国民の責務の強化。
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率 (循環利用量／循環利用量＋天然資源量等投入量) は先に見たように１４.１％であり

平成１２年度比で４.１％上昇し、既に平成２７年度目標値１４～１５％に達している。

また、 終処分量は平成２０年度で約２２百万トンとなっており、平成１２年度比で６

０％減少し、既に２７年度目標値の２３百万トン以下を達成している。 

  次に、取り組み指標で見ると、一般廃棄物の１人１日当たりのごみ排出量と事業系ご

みの「総量」については、平成２０年度で既に平成２７年度の目標値（平成１２年度比

１０％減）を達成し１２.８％減となっている。 

  このように国の指導の下に我が国全体としては、基本計画の目標達成に向けて着実に

進展していると考えられる。しかしながら平成２２年度の循環型社会基本計画の進捗状

況の点検報告書において、今後の取り組みの方向性として、一般廃棄物に着目すると「廃

棄物の発生抑制と再使用や循環資源を活用した製品の利用促進に係る施策については更

に取り組み、効果の見える化や国民が取り組みやすい仕組みの構築を進める事」と指摘

されている、また産業関連フローでは土石系天然資源投入量が経済変動の影響が大きい

事を考慮し「土石系以外の資源生産性の向上を図る事」などが指摘されている。 

 

（都道府県レベル） 

地方自治体における廃棄物行政の取り組みは、廃棄物処理法で定められた役割分担に

よって諸施策が進められている。 

同処理法では、市町村は一般廃棄物の処理に責務を有し、都道府県は市町村への廃棄

物行政の支援と企業が自己責任で行う産業廃棄物処理の規制等の行政措置を行う事とし

ている。 

平成２０年度の家庭から排出される一般廃棄物の総量（４５百万トン）について物質

フローで見ると、フローの総廃棄物量（５７８百万トン）に占める割合は約８％と低い

値となっている。またリサイクル面からは、産業廃棄物の再生利用量（２１７百万トン）

 

「再生資源の利用の促進に関する法律」

（再生資源利用促進法）の制定：平成３年

 

「容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進に関する法律」（包装容器リサイ

クル法）の制定：平成７年 

 

 

・「循環型社会形成促進基本法」の制定：

  平成１２年 

 

・リサイクル促進のための製品分類と 

 事業者が執るべき法的措置を規定。 

 

・容器包装廃棄物リサイクルを事業者責任とす

る。９年度からガラス瓶とペットボトル、１

２年度から紙制、プラスチックの再商品化を

義務付け。 

 

・３Ｒ、 終処分など循環型社会実現の方策を

掲げる。 
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が循環資源総量（２４５百万トン）に占める割合が８８％と高く、一般廃棄物の総資源

化量（９.５百万トン）が占める割合は約４％で極めて低い値となっている。このように

市町村が実施している一般廃棄物の処理は、物質フローによる経済循環の量的観点から

はかなり低い役割と見る事ができる。 

現在、我が国は循環型社会を目指し積極的に諸施策を推進しているが、成熟経済下に

ある現状では、従前の量的拡大による政策選択は難しいため、今後は寧ろ質的変化期待

する政策転換が求められる。例えば、ライフスタイルの在り方など市民意識の変革が循

環型社会形成の成否に大きく係ってくると思われる。この意味で、地道ではあるが廃棄

物処理とリサイクル活動の中で得られる市民意識の向上が果たす役割は益々大きくなる

であろう。 

産業廃棄物の処理は、都道府県の指導・規制の下、発生者責任の原則により企業が直

接実施しており、一般廃棄物に比べ量的には圧倒的に多い（約５倍）ものの、先にみた

ように、諸指標の目標値が着実に改善しつつあり、行政指導・規制も適切に行われてい

ると思われる。 

 

（市町村レベル） 

廃棄物行政において住民との接点にある市町村の例として、柏市を取り上げてごみ処

理の現状を調査した。柏市では既述したように、今後の課題として家庭からのごみ排出

抑制や資源化の促進、さらに収集運搬の一層の効率化などを挙げるとともに市の財政難

に直面している現状を背景として、ごみ処理の有料化によるごみ排出の低減化を検討す

るなど多面的取り組みを展開している。 

現在、柏市は新たな廃棄物処理基本計画を纏めつつあるが、この計画では既述の課題

に加え、住民の啓蒙も含めた広範な対策を盛り込んでおり、これらの諸施策を達成する

ためには、国及び県による共通的基盤的政策の指導提供等きめ細か政策的支援とリサイ

クルの分別収集など処理費用の増大に伴う財政的支援策が求められる。 

 

ｂ）企業の取り組み 

本レポートでは、調査対象を家庭から排出される家庭系ごみと飲食業等から排出される

事業系ごみを合わせた一般廃棄物（し尿を除く）とし、製造業や建設業等の生産活動に伴

い排出される産業廃棄物は対象外としている。 

しかしながら、先に物質フローで廃棄物を概観した際には、統計データの関係で便宜的

に産業廃棄物を含めて扱ったので、ここでは産業廃棄物については一般廃棄物との定量的

比較検討にとどめ、一般廃棄物に対する企業の取り組みとしては家庭との繋がりが深い容

器包装廃棄物への対応について取り上げることとする。 

先に物質フローで見たように、我が国の廃棄物発生量全体に占める産業廃棄物の割合は

７０％を占め、一般廃棄物が８％であるのに比し圧倒的に高い比率となっている。また、
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産業廃棄物の再生利用量は２億１６百万トンであり、一般廃棄物の総資源化量９５０万ト

ンに比して桁違いに多い量となっている。このように、産業廃棄物はその排出量と循環資

源量の両面から見て一般廃棄物に比して際立って多くなっている。 

大量に発生する産業廃棄物に対し、企業サイドとしては生者責任の原則の下にこれまで

全般的には円滑に処理処分を実施していると思われる。 

この背景としては、廃棄物の有効利用は、先にリサイクルの歴史で見たように経済的合

理性のあるものについては、国の誘導政策・規制行政を待つまでもなく企業活動の一環と

して自ら実施してきた事を挙げることができる。 

しかしながら、平成９年改正廃棄物処理法の施行以前に不適切に処分された産業廃棄物

があり、これに起因する生活環境への支障の排除と新たな障害発生の防止のため、平成１

５年に特別措置法が制定され、国による都道府県への指導・財政的支援等が実施されてき

ており、平成２４年には同法が延長されている。 

産業廃棄物の不法投棄問題はなお残るものの、企業としての一般廃棄物への取り組みに

関しては、再生資源利用促進法や容器包装リサイクル法により事業者に課せられた責務を

果たす事によって事業者としての役割を果たしてきている。 

特に、一般廃棄物のうち容量で約４割、重量で約２割と大きな量を占める容器包装廃棄

物について、平成９年から本格施行された容器包装リサイクル法に基づき事業者としての

役割を果たしている。 

この法律では、事業者（企業）はその事業で使用し又は製造した容器包装についてリサ

イクルする義務を負っている。具体的には、企業は法に基づきリサイクルを行う指定法人

に処理を委託しその費用を負担する事によって義務を果たしている。その他、企業は廃棄

物の排出抑制対策として、容器包装の軽量化や標識標示、量り売り、レジ袋の有料化など

にも務めている。 

 

ｃ）家庭の取り組み 

家庭からの廃棄物としては、料理や食べ残しで生じる生ごみなど生活ごみと、リサイク

ルに繋がる資源ゴミなどがあるが、量的に多い生活ごみは可燃ごみとして分別排出し、主

に焼却処理で減量化されている。 

一方、資源ごみについても、廃棄物に占める割合が高い容器包装廃棄物を中心に、容器

包装リサイクル法に定める消費者義務として、家庭から包装容器の分別排出を行っている。 

このように家庭の取り組みとしては、廃棄物処理において市町村が定める廃棄物の分別

収集基準に基づき日常的に分別排出に努めている。 

家庭の役割である分別排出は、ごみ処理の出発点に立つものであり、中間処理段階にお

けるリサイクルや 終処分等を効率的に実施するための重要な行為となっている。 

また、家庭は分別排出と併せて、ごみの排出量を減らす役割も担っている。 

生活の便利さや快適さを求めるあまり、華美の包装品や多量の商品を購入しがちであ
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るが、家庭における取組としては、買い物袋の持参によるレジ袋の不使用  や簡易包装

の商品選択など日常生活の中で継続的で地道な努力が求められている。 

 

おわりに 

 

 以前、自宅を大掃除した際に大量に出た家庭粗大ごみなどを、かなり苦労して分別収集

区分で整理したうえ、近くの焼却工場に直接持ち込んだ。しかしながら、工場では分別廃

棄では無く、焼却処理施設の大型コンクリート製の投入槽に一括して捨てるように指示さ

れた。それまでは、日常的に行われている家庭ごみの分別収集が、ごみ処理の容易化と資

源のリサイクルのために必要なものと考えていたので多少違和感が残った。たまたま今回

受講した「経済動向と家庭」講座でレポートを提出することとなったため、予てより疑問

があった家庭廃棄物の分別収集・処理とリサイクルを取り上げて調査する事とした。 

調査を始めて間も無く、当初の疑問は焼却施設の機能が向上し混入焼却が可能となった

と判明したが、その後の調査で、廃棄物処理が歴史的に見て社会経済と密接に関連してい

る事が分かり、また我が国全体の物質フローでみると、家庭からの廃棄物とリサイクルが

当初期待していた量よりかなり少なく、かつ産業廃棄物が想像以上に多量であることに関

心を持ちつつ検討を進めてきた。 

家庭廃棄物の発生量が産業廃棄物に比べて格段に少ない割には、家庭ごみ問題が歴史的 

にも多く取り上げられ社会的課題となってきた感がある。これは、産業廃棄物の処理処分

は居住地域から離れた所で行われるが、家庭ごみは日常的に分別排出され、ごみ焼却施設

と 終処分場の建設などの多くは身近で行われるため、家庭ごみと迷惑施設に対する住民

意識の高まりが背景として考えられる。また、近年ごみ処理問題解消への行政取り組みの

中で、消費者の意識啓蒙を伴う対策が多くなっているため、結果として我々の意識が家庭

廃棄物問題に浸透しているようにも考えられる。 

一方、量的には圧倒的に多い産業廃棄物処理については、循環型社会形成促進にとって

重要な活動要素であるが、不法投棄問題が継続しているものの、依然として消費者意識と

しては遠い存在のように思われる。 

このところ世界的にも経済停滞と金融危機が続き、地球環境問題への関心がやや薄れた

感があるが、今後世界人口の増加と発展途上国の急速な経済成長が見込まれる中で、限ら

れた資源の有効利用と地球環境保全への取り組みは、先進諸国の責務と考えられる。この

意味で、人間の営みから生ずる廃棄物問題への対応は我が国にとっても必須の課題と思わ

れる。 

現在、成熟経済下にある我が国は、資源の有効利用と環境保全を目的とする循環型社会

形成を目指し、行政・企業・家庭がそれぞれに連携しながら与えられた役割を適切に果た

していくことが求められている。そのためには、例え家庭廃棄物とそのリサイクルが量的

には極めて少なく、経済済活動に占めるウエートは僅かであっても、家庭廃棄物処理を通
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じた地道な一人一人の取り組みは、循環型社会形成の基盤となる行政・企業・家庭の連携

を強め国民意識の向上へと繋がるものと思われる。 

経済社会発展のために、家庭の果たすべき役割は極めて大きいと言える。 
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